
蕨市老朽空き家等解体補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例（平成２４年蕨市条

例第２２号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、空き家等の解体に係

る費用の一部を補助するため、蕨市老朽空き家等解体補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。  

２ 前項の補助金の交付及び手続に関し、この要綱に定めがない事項については、蕨

市補助金等交付規則（平成４年蕨市規則第３４号）の定めるところによる。 

（補助対象空き家等） 

第２条  この要綱の対象となる空き家等（以下「補助対象空き家等」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 条例第８条の助言又は指導の対象となったもの  

(2) 個人が所有するもの又は世帯を同一にする２以上の者が共有して所有するも

の 

(3) 所有権以外の権利が存しないもの 

(4) 震災時の倒壊等により避難路の通行を妨げるおそれがある等公益上の必要が

あるもの 

(5) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める耐用年数を超えて存するもの 

(6) 昭和５６年以前に建築又は築造されているもの  

(7) 現に公共事業等の補償の対象となっていないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象空き家等

とすることができる。 

（補助対象者） 

第３条  補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

条例第８条の助言又は指導に従って補助対象空き家等の解体工事を実施しようと

する者であって、市税及び国民健康保険税を完納し、かつ、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 補助対象空き家等の所有者又は相続人 

(2) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号の合計所得

金額（以下この条において「合計所得金額」という。）が２３４万円未満の者 



(3) 補助対象者が属する世帯の合計所得金額の合計が４７４万円未満の者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、補助対象者とする

ことができる。 

（補助対象工事） 

第４条  補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助

対象者が発注する補助対象空き家等の解体工事であって、建設業法（昭和２４年法

律第１００号）第３条第１項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項に規定する登

録を受けた解体工事業者に請け負わせる工事とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事

としない。 

(1) 条例第１１条に規定する勧告を受けた補助対象空き家等を解体する工事 

(2) 補助金の交付を決定する前に着手した工事（補助対象空き家等の状況により緊

急に工事を要する事情がある場合を除く。） 

(3) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする工事 

(4) 補助対象空き家等の一部を解体する工事（基礎等地上構造物以外のものを残置

する場合を除く。） 

(5) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事  

(6) その他市長が不適当と認める工事 

（補助金の額） 

第５条  補助金の額は、補助対象工事に要した費用（消費税を除く。）として市長が

認める額に３分の１を乗じて得た額（１，０００円未満切捨て）とし、３０万円を

限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条  補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

補助対象工事の実施前に解体工事補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる関

係書類を添付し、市長に提出しなければならない。  

(1) 案内図 

(2) 配置図 

(3) 現況写真 

(4) 工程表 

(5) 申請者の課税証明書その他の前年度の所得を証明するもの  



(6) 申請者の属する世帯の全ての構成員の課税証明書その他の前年度の所得を証

明するもの 

(7) 市税及び国民健康保険税の納税証明書 

(8) 登記事項証明書等補助対象空き家等の所有者及び建築年次が確認できるもの  

(9) 解体工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は解体工事業者の建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律第２３条第２項の規定による通知の写し 

(10)解体工事の見積書 

(11)その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査

その他必要な調査の上、その適否を決定し、適当と認めたときは解体工事補助金交

付決定通知書（様式第２号）により、不適当と認めたときは解体工事補助金不交付

決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付の決定に当たり必要な条件を付することができる。  

（解体工事の着手） 

第８条  前条第１項の規定による解体工事補助金交付決定の通知を受けた者（以下

「交付決定者」という。）は、速やかに補助対象工事に着手し、解体工事着手届（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。  

（申請内容等の変更） 

第９条 交付決定者は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、速やかに解

体工事補助金変更申請書（様式第５号）に第６条各号に掲げる関係書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審

査その他必要な調査の上、その適否を決定し、解体工事補助金変更決定通知書（様

式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 交付決定者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに解体工事中止届（様式

第７号）を市長に提出しなければならない。  

４ 前項の規定による届出があったときは、第７条第１項の規定による補助金の交付

決定はなかったものとみなす。 

（完了報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象工事の完了後速やかに解体工事完了報告書（様式

第８号）に、次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。 



(1) 工事請負契約書の写し  

(2) 工事状況写真 

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による

届出の写し（補助対象工事が同法第９条第１項の対象建設工事に該当するものに

限る。） 

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和２９年法律第７２号）第１２条の３

第１項の産業廃棄物管理票  

(5) 領収書の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付額確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審

査及び現地確認の上、補助金の額を確定し、解体工事補助金交付確定通知書（様式

第９号）により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求及び交付） 

第１２条  前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付請求をすると

きは、解体工事補助金交付請求書（様式第１０号）を、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該交付決定者に対して速やか

に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、

交付決定者に対し、解体工事補助金交付取消通知書（様式第１１号）により通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、当該取消しに係る事項について、既に補助金が交付されているときは、

交付決定者に対し、解体工事補助金返還請求書（様式第１２号）により期限を定め

てその全部又は一部を返還させるものとする。 



（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 


